
 

株式移転に伴う株式事務のご案内 
 
当社は、平成 17 年 6 月 28 日及び 29 日にそれぞれ開催されました三菱化学株式会社と三菱

ウェルファーマ株式会社の定時株主総会において、株式移転の方法（株式移転比率 三菱

化学 0.5：三菱ウェルファーマ 1.565）による設立をご承認いただき、両社の完全親会社と

して平成 17 年 10 月 3 日に発足いたしました。これにより、三菱化学㈱及び三菱ウェルフ

ァーマ㈱の株式は 9 月 27 日をもちまして上場廃止となり、当社が平成 17 年 10 月 1 日より

東京証券取引所と大阪証券取引所に上場いたしております。 
 
上記の株式移転比率に基づきまして、平成 17 年 9 月 30 日の 終の両社株主名簿（実質株

主名簿を含みます。）に記載又は記録された株主（実質株主を含みます。）の皆様に対し、

三菱化学㈱につきましては、ご所有の同社株式１株につき 0.5 株、三菱ウェルファーマ㈱に

つきましては、ご所有の同社株式１株につき 1.565 株の割合で、それぞれ当社の普通株式

を割当て交付させていただいております。当社株式の交付、株式の流通などに関しまして

は、以下をご参照ください。 
 

年 月 日 日   程 株 式 の 流 通 

平成 17 年 9 月 27 日（月） 

三菱化学㈱ 

三菱ウェルファーマ㈱ 

の株式上場廃止 

平成 17 年 9 月 27 日に両社の株式は上場廃止と

なり、同日以降、両社の株式を東京証券取引所及

び大阪証券取引所で売買することはできません。

平成 17 年 10 月 3 日（月） 
当社の設立日 

当社株式の売買開始日 

平成 17 年 9 月中旬頃までに「株券等の保管振替

制度」をご利用になられた株式につきましては、

平成 17 年 10 月 3 日以降、当社の株式として売

却等が可能です。 

平成 17 年 11 月 18 日（金） 当社株券の交付開始予定日 

上記「株券等の保管振替制度」ご利用の場合以外

では、当社株券がお手許に到着しましてから、当

社株式として売却等が可能です。 
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1. 旧株券につき、平成 17 年 9 月中旬頃までに、証券会社等で「株券等の保管振替制度」

をご利用になっている場合 
特にお手続きは必要ありません。1 単元（500 株）の整数倍の株式につきましては、平

成 17 年 10 月 3 日（月）より当社の株式として売却等が可能です。詳細は、お取引の

証券会社等にお問い合わせください。 
 
前記１．により「株券等の保管振替制度」をご利用になっている場合以外は、以下により

「㈱三菱ケミカルホールディングス」の株券がお手許に到着するまでは、当社株式の売却

等はできませんのでご留意ください。 
 



 

2. 平成 17 年 9 月 30 日までに旧株券をご提出いただいている場合 
平成 17 年 11 月 18 日（金）〈予定〉に、お届けいただいたご住所又はご指定の送付先

に当社の株券をご郵送いたします。 
 

3. 平成 17 年 9 月 30 日までに旧株券をご提出いただいていない場合 
平成 17 年 10 月 3 日をもちまして旧株券は株式としての効力を失っておりますが、引

き続き当社の株券とのお引き換えを受け付けさせていただきますので、旧株券と「株券

提出書」を「株券提出事務取扱場所」へご提出ください。ただし、平成 17 年 9 月 30
日までにご提出いただいた株主様への新株券のご送付が完了いたしましてから順次お

手続きをさせていただくことになります。従いまして、当社の株券がお手許に届きます

のは、平成 17 年 12 月以降になる見込ですので、ご了承ください。 
 

なお、前記 2．及び 3．でご不明の点、詳細等につきましては、「株券提出事務取扱場

所」にお問い合わせください。 
 
株券提出事務取扱場所 
 

名義書換代理人事務取扱場所  東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 
    三菱 UFJ 信託銀行㈱ 証券代行部 
 
郵便物送付先   〒171-8508 
及びご照会先   東京都豊島区西池袋一丁目７番７号 
    三菱 UFJ 信託銀行㈱ 証券代行部 
    フリーダイヤル 0120-707-696 
 
名義書換代理人事務取次所 三菱 UFJ 信託銀行㈱ 全国各支店 

後記「三菱 UFJ 信託銀行店舗のご案内」 
をご参照ください。 

 
※ 当社、三菱化学㈱及び三菱ウェルファーマ㈱では、直接のお取扱はいたしません 

ので、ご了承ください。 
 
４．その他ご留意事項 

① 当社株式の割当ての結果生じる単元未満株式（500 株未満の株式）につきまし

ては、株券を発行せず、当社の株主名簿（実質株主名簿を含みます。）に記載

又は記録いたします。 
② 三菱化学㈱及び三菱ウェルファーマ㈱両社の株式をご所有で、割当ての結果、

それぞれの単元未満株式の合計が 500 株以上となる場合は、当社の株券 500
株を平成 17 年 11 月 18 日(金)〈予定〉から２週間以内にお届出のご住所又は

ご指定の送付先にご郵送いたします。 
③ 株式の割当ての結果生じる１株未満の端数株式につきましては、これを一括

してとりまとめの上、売却し又は買受けし、端数株式数に応じた処分代金を

平成 17 年 12 月中旬〈予定〉にお支払いたします。 



 

④ 当社の単元未満株式の買取請求 
当社株式の割当ての結果生じる単元未満株式（500 株未満の株式）の買取請求

につきましては、平成 17 年 10 月 3 日(月)以降、受け付けさせていただいてお

りますので、詳細は、前記 3．「株券提出事務取扱場所」までお問い合わせく

ださい。 
⑤ 当社の単元未満株式の買増請求 

当社株式の割当ての結果生じる単元未満株式（500 株未満の株式）に、不足分

を買増して１単元の株式（500 株）とする単元未満株式の買増制度につきまし

ては、当社が、株主様からのご請求に充当するための自己株式を一定数量取

得した時点で開始することとなります。詳細は、前記 3．「株券提出事務取扱

場所」までお問い合わせください。 
 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

三菱 UFJ 信託銀行店舗のご案内 

（三菱 UFJ 信託銀行本店ビル） 


